
JP 2012-202572 A 2012.10.22

(57)【要約】
【課題】ろう付けによるフィン及び伝熱管の固定により
、フィン及び伝熱管の充分な接合が確保され得ると共に
、隣接するフィン間の距離の乱れが生じ難いフィン・ア
ンド・チューブ型熱交換器を提供すること。
【解決手段】フィン１２の上面で組付けスリット１６の
周縁部に立設されたカラー部１８を外方に傾斜せしめ、
その傾斜部位の先端部位を隣接するフィン１２の下面に
当接するようにして、フィン・アンド・チューブ型熱交
換器を構成した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに所定距離を隔てて積層配置されるアルミニウム若しくはその合金からなる多数の
プレート状のフィンにおいて、それらの対応する周縁部で開口するように、それぞれ設け
られた側方開口空所形状の組付けスリットに対して、アルミニウム若しくはその合金から
なる扁平多穴管を嵌め込んで、組み付けてなるフィン・アンド・チューブ型熱交換器にし
て、
　前記フィンの上面で前記組付けスリットの周りに立設されたカラー部の少なくとも先端
側部位を外方に傾斜せしめ、その傾斜部位の先端部を隣接するフィンの下面に当接させる
ことにより、隣接するフィン間の距離が規定されるようにしたことを特徴とするフィン・
アンド・チューブ型熱交換器。
【請求項２】
　前記カラー部が、その基部から全体的に外方に傾斜せしめられて、前記傾斜部位が形成
されている請求項１に記載のフィン・アンド・チューブ型熱交換器。
【請求項３】
　前記傾斜部位が、フィンの板面に対して５°～４５°の角度において外方に傾斜せしめ
られている請求項１又は請求項２に記載のフィン・アンド・チューブ型熱交換器。
【請求項４】
　前記組付けスリットが、Ｕ字形状において形成されている請求項１乃至請求項３の何れ
か１項に記載のフィン・アンド・チューブ型熱交換器。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィン・アンド・チューブ型熱交換器に係り、特に、家庭用エアコンや自動
車用エアコン等の空調機において好適に用いられるフィン・アンド・チューブ型熱交換器
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、家庭用エアコンや自動車用エアコン、パッケージエアコン等の空調用機器の
他、冷蔵庫、ヒートポンプ式給湯器等においては、蒸発器又は凝縮器として作動する熱交
換器が用いられており、特に家庭用室内エアコンや業務用パッケージエアコンにおいては
、伝熱管にフィンを組み付けてなる構造のフィン・アンド・チューブ型熱交換器が、最も
一般的に用いられている。
【０００３】
　かかるフィン・アンド・チューブ型熱交換器は、一般に、複数のフィン（外面フィン）
に対して垂直方向に伝熱管を差し込み、それら複数のフィンと伝熱管とを接合させた構造
のものが実用化されてきている。そして、そのような構造の熱交換器にあっては、伝熱管
内に冷媒を流通せしめる一方、伝熱管に対して垂直方向に、前記複数のフィンの間隙に熱
交換流体としての空気を流すことによって、冷媒と空気との間で熱交換が行われるように
なっているのである。
【０００４】
　そして、このようなフィン・アンド・チューブ型熱交換器を構成するフィンは、一般的
に、アルミニウム又はアルミニウム合金製の板材から構成されている。また、フィン・ア
ンド・チューブ型熱交換器で用いられる伝熱管の一つとして、扁平な形状の管内部を複数
の隔壁にて複数の流路に分割してなる構造を有する扁平多穴管が、知られている。この扁
平多穴管にあっては、その製造の容易性から、通常、アルミニウム若しくはアルミニウム
合金を材質として、それをポートホール押出して得られるものが、一般的に用いられてい
る。このように、熱交換器を構成するためのフィンや伝熱管を全てアルミニウム材料によ
って構成することによって、フィン・アンド・チューブ型熱交換器を効果的に小型、軽量
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化することが可能となるのであり、またコスト的にも、銅材質のものよりも安価となる利
点を有している。
【０００５】
　ところで、そのようなフィン・アンド・チューブ型熱交換器におけるフィンと伝熱管と
の代表的な接合方法としては、フィンに設けられた取付け孔内に挿通された伝熱管を、機
械拡管や液圧拡管等で拡管して、かかる取付け孔の内面と伝熱管の外周面とを密着させる
拡管法や、フィンの取付け孔内に伝熱管を圧入して組み付けるカチコミ法と呼ばれる手法
、更には、フィンの取付け孔内に挿通された伝熱管の外周面と取付け孔との間隙をろう材
によって埋めて、接合を行うろう付け法等が、よく知られている。このような接合方法の
うち、伝熱管として扁平多穴管を用いたフィン・アンド・チューブ型熱交換器の場合には
、機械拡管法にて拡管することが困難であるため、一般に、カチコミ法やろう付け法が多
く採用されている。
【０００６】
　例えば、特開平５－８７４８０号公報（特許文献１）においては、カチコミ法にて作製
される熱交換機の一例が示されている。具体的には、蛇行状冷媒チューブ（伝熱管）の直
管部を、プレートフィンに設けられた冷媒チューブ挿入用長孔の両端受入孔に圧入してな
るフィン・アンド・チューブ型熱交換器であって、プレートフィンにおける両端受入孔の
周縁部に、冷媒チューブの直管部を圧入するに際しては受入孔の半径方向に弾発し、圧入
後には復元して冷媒チューブの直管部の外周に圧接するカラー部が設けられているものが
、明らかにされている。このような熱交換器によれば、フィンに対する冷媒チューブの圧
入が容易であると共に、冷媒チューブとプレートフィンとの接合強度が増大するとされて
いる。
【０００７】
　しかしながら、かかる特許文献１に記載の熱交換器にあっては、プレートフィンにおけ
る両端受入孔の周縁部に所定のカラー部が設けられていることにより、冷媒チューブとプ
レートフィンとの接合強度が増大しているものの、冷媒チューブとプレートフィンとの間
には微視的な隙間が存在しており、そのため、充分な伝熱性、換言すれば充分な熱交換性
能を発揮することが出来ない恐れがある。
【０００８】
　一方、特開２００７－１５５１８１号公報（特許文献２）においては、平板状のフィン
に設けられた嵌合溝の周辺に切り起こし部を設けると共に、かかるフィンの複数を一定の
ピッチで平行に積層し、前記嵌合溝に、内部を冷媒が流動する断面外周が扁平の伝熱管に
略直角に挿入して、フィンと伝熱管とが密着接合されるように構成したフィン・アンド・
チューブ式の熱交換器が、明らかにされている。このような熱交換器によれば、フィンの
エッジで伝熱管の外面に塗布された表面剤を傷つけることなく組み立てることが出来ると
共に、フィンと伝熱管との接触面積を、かかる切り起こし部によって増大させることによ
り、効率良く熱伝達率を向上させることが出来るとされている。
【０００９】
　また、特開２０１０－１５６５２５号公報（特許文献３）においては、アルミニウム合
金からなる板状フィンを所定の間隔で積層し、かかる板状フィンに設けた溝に、長軸方向
に長手方向に沿って冷媒流路が設けられた扁平な伝熱管を嵌入し、該伝熱管の前縁部外面
に設けたはんだ層を溶融させて、該はんだにより、前記伝熱管を前記板状フィンに固定し
た熱交換器が、明らかにされている。そこにおいて、かかる熱交換器は、製造が容易で、
コストを低減することが可能であり、信頼性の高い熱交換器を得ることが出来るとされて
いる。
【００１０】
　しかしながら、特許文献２や特許文献３にて明らかにされている熱交換器にあっては、
フィンと伝熱管とをろう付けにて固定する際に、ろう付け不良に起因して、隣接するフィ
ン間の距離が所望とする距離とならない恐れがあった。具体的には、隣接するフィン間の
距離が小さい（狭い）熱交換器を作製する際に、フィン間の距離が小さい（狭い）状態で
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ろう付けを行うと、伝熱管とフィンとを接合するろう材（はんだ）が、伝熱管とフィンと
の間の間隙だけではなく、隣り合うフィンとフィンとの間にまで入り込んでフィン同士が
くっついてしまう恐れがあったのである。
【００１１】
　隣接するフィン間の距離が所望とする距離にならないという問題は、上述したろう付け
不良に起因するもの以外にも、例えば、フィンと伝熱管とをろう付けする際に、フィンに
外力が加わること等によって、隣接するフィン間の距離が目的とする距離より大きく（又
は小さく）なり、かかる状態にてフィンが固定されることによっても発生する。そして、
隣接するフィン間の距離が乱れた状態にある熱交換器においては、熱交換媒体である空気
の通風抵抗が増大してしまい、熱交換性能が低下してしまうという問題が惹起されていた
のである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平５－８７４８０号公報
【特許文献２】特開２００７－１５５１８１号公報
【特許文献３】特開２０１０－１５６５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決す
べき課題とするところは、空気調和器のフィン・アンド・チューブ型熱交換器において、
ろう付けによるフィン及び伝熱管の固定により、フィン及び伝熱管の充分な接合が確保さ
れ得ると共に、隣接するフィン間の距離の乱れが生じ難いフィン・アンド・チューブ型熱
交換器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そして、本発明にあっては、そのような課題を解決するために、互いに所定距離を隔て
て積層配置されるアルミニウム若しくはその合金からなる多数のプレート状のフィンにお
いて、それらの対応する周縁部で開口するように、それぞれ設けられた側方開口空所形状
の組付けスリットに対して、アルミニウム若しくはその合金からなる扁平多穴管を嵌め込
んで、組み付けてなるフィン・アンド・チューブ型熱交換器にして、前記フィンの上面で
前記組付けスリットの周りに立設されたカラー部の少なくとも先端側部位を外方に傾斜せ
しめ、その傾斜部位の先端部を隣接するフィンの下面に当接させることにより、隣接する
フィン間の距離が規定されるようにしたことを特徴とするフィン・アンド・チューブ型熱
交換器を、その要旨とするものである。
【００１５】
　なお、そのような本発明に従うフィン・アンド・チューブ型熱交換器の好ましい態様の
一つによれば、前記カラー部が、その基部から全体的に外方に傾斜せしめられて、前記傾
斜部位が形成されている。
【００１６】
　また、本発明に係るフィン・アンド・チューブ型熱交換器の別の好ましい態様の一つに
よれば、前記傾斜部位が、フィンの板面に対して５°～４５°の角度において外方に傾斜
せしめられている。
【００１７】
　さらに、本発明のフィン・アンド・チューブ型熱交換器の望ましい別の態様の一つによ
れば、前記組付けスリットが、Ｕ字形状において形成されている。
【発明の効果】
【００１８】
　このように、本発明に従うフィン・アンド・チューブ型熱交換器にあっては、フィンの
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上面で組付けスリットの周りに立設されたカラー部の少なくとも先端側部位を外方に傾斜
せしめ、その傾斜部位の先端部を隣接するフィンの下面に当接させることにより、隣接す
るフィン間の距離が規定されるようにされているところから、仮にフィンと扁平多穴管と
をろう付けする際に、フィンに予期しない外力が加えられた場合等であっても、隣接する
フィン間の距離は十分に確保されることとなり、隣接するフィン間の距離の乱れが生じ難
い熱交換器となっているのである。
【００１９】
　また、フィンの組付けスリットの周りに立設されたカラー部の少なくとも先端側部位が
外方に傾斜せしめられていることから、かかるカラー部の先端側部位と扁平多穴管との間
には間隙が形成され、そのような状態でフィン及び扁平多穴管のろう付けを行うと、溶融
したろう材は上記間隙内に浸入する。このように、カラー部の先端側部位と扁平多穴管と
の間の間隙にろう材が浸入することにより、フィンと扁平多穴管との接合が充分なものと
なるところから、得られる熱交換器は優れた伝熱性（熱交換性）を発揮することとなる。
また、溶融したろう材が多少、多い場合であっても、上記間隙にて受け容れることが可能
であるため、上述したろう付け不良による隣接するフィン間の距離の乱れについても、そ
の発生が効果的に抑制され得るのである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に従うフィン・アンド・チューブ型熱交換器の一例を示す斜視説明図であ
る。
【図２】図１に示されるフィン・アンド・チューブ型熱交換器を構成するフィンを示す斜
視説明図である。
【図３】図２に示されるフィンの組付けスリット部を拡大して示す断面説明図である。
【図４】本発明に従うフィン・アンド・チューブ型熱交換器のフィンと扁平多穴管との接
合部分を拡大して示す斜視説明図である。
【図５】本発明に従うフィン・アンド・チューブ型熱交換器を構成するフィンの他の一例
を示す斜視説明図である。
【図６】図５に示されるフィンの組付けスリット部を拡大して示す断面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施の形態について、図面
を参照しつつ、詳細に説明することとする。
【００２２】
　先ず、図１には、本発明に従うフィン・アンド・チューブ型熱交換器の実施形態の一つ
が、斜視図の状態において概略的に示されている。そこにおいて、熱交換器１０は、互い
に平行に且つ一定距離を隔てて積層、配置された複数枚のフィン１２に対して、１本の扁
平多穴管１４が、かかるフィン１２に設けられたスリット状の組付けスリット１６に挿入
された後、ろう付けによって固着されて、形成されている。
【００２３】
　より詳細には、フィン１２は、従来と同様に、アルミニウム若しくはアルミニウム合金
からなる金属材料にて形成された、図２にも示されているように、矩形の平面形状を呈し
た薄肉の板状フィンとされている。そして、かかるフィン１２の略中央部位には、扁平多
穴管１４が組み付けられる組付けスリット１６が、矩形形状のフィン１２の一方の辺の端
部から対向する他方の辺に向かって延びるＵ字状のスリットとして、形成されている。更
に、かかる組付けスリット１６の周りには、所定高さで立設するカラー部１８が、フィン
１２と一体的に形成されている。なお、かかるフィン１２の厚さ（ｔ）は、組み付けられ
る扁平多穴管１４の大きさや、求められる熱交換器１０の性能等に応じて、適宜に決定さ
れるものであるが、好ましい一例としては、０．０８０ｍｍ以上、０．１２０ｍｍ以下の
厚さとされることとなる。
【００２４】
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　そして、かかる組付けスリット１６の周縁部に形成されているカラー部１８は、先端に
向かうに従って扁平多穴管１４との距離が漸次大きくなるように、基部から全体的に外方
に所定角度：θにて傾斜せしめられていると共に、カラー部１８の高さ：ｈは、熱交換器
１０における隣接するフィン１２間の距離（設計値）となるように、構成されている。即
ち、図３に拡大して示される如く、カラー部１８の上方開口部の幅：ａが、基部の幅：ｂ
よりも大きく（広く）されることによって、組付けスリット１６の周縁部から立ち上がる
カラー部１８は、その先端に向かうに従って、組付けスリット１６の外方に向かってフィ
ン１２の板面に対して角度：θをもって傾斜しており、そのようなカラー部１８の高さ：
ｈは、目的とする熱交換器１０における隣接するフィン間の距離と同一とされているので
ある。
【００２５】
　このように、カラー部１８が、組付けスリット１６の外方に向かって傾斜するように形
成されていることにより、扁平多穴管１４をフィン１２の組付けスリット１６に組付ける
と、カラー部１８と扁平多穴管１４との間に効果的な間隙が形成され、そのような状態で
フィン１２及び扁平多穴管１４のろう付けを行うと、溶融したろう材は上記間隙内に浸入
する。かかるろう材の浸入により、フィン１２と扁平多穴管１４との接合が充分に確保さ
れ、得られる熱交換器１０は優れた伝熱性（熱交換性）を発揮することとなる。また、溶
融したろう材が多少、多い場合であっても、上記間隙にて受け容れることが可能であるた
め、ろう付け不良に起因する隣接フィン間の距離の乱れ、換言すれば、ろう材が隣接する
フィン１２間の間隙に浸入し、隣接するフィン１２同士を固着することによるフィン間の
距離の乱れについても、その発生が効果的に抑制されるのである。
【００２６】
　また、カラー部１８の高さ：ｈは、目的とする熱交換器１０における隣接するフィン間
の距離（設計値）とされていることから、そのようなカラー部１８を有するフィン１２を
、その先端部が隣接するフィン１２の下面（カラー部１８が立設していない側の面）に当
接するように扁平多穴管１４との組付けを行い、かかる状態にてフィン１２及び扁平多穴
管１４のろう付けを行うと、かかるろう付けの際に仮にフィンに予期しない外力が加えら
れた場合等であっても、フィン間の距離は十分に確保されることとなり、フィン間の距離
の乱れの発生が効果的に抑制されるのである。
【００２７】
　なお、カラー部１８の傾斜角度：θは、好ましくは、５°～４５°の範囲内とされる。
θが小さ過ぎると、不測の外力が加わった場合に目的とするフィン間の距離を確保するこ
とが出来ない恐れがあり、その一方でθが大き過ぎると、不測の外力が加わった場合にカ
ラー部１８が更に外方に開き、フィン間距離の乱れの発生を抑制することが困難となるか
らである。
【００２８】
　また、カラー部１８の高さ：ｈは、一般に、１．２～３．０ｍｍ程度とされる。カラー
部１８の高さが低すぎると、フィン間距離の乱れの発生を防止する効果が低くなってしま
う恐れがあり、カラー部１８の高さが高すぎると、後述するしごき加工等によってカラー
部１８の厚さが薄くなり、変形し易くなるため、フィン間距離の乱れの発生を抑制するこ
とが困難となるからである。
【００２９】
　ところで、このようなカラー部１８が形成されたフィン１２は、例えば、以下のような
公知の加工方法によって有利に得ることが出来る。即ち、先ず、所定のアルミニウム若し
くはアルミニウム合金からなるアルミニウム板材をプレス加工することによって、フィン
１２の外形形状とされ、更に、扁平多穴管１４の外面形状に対応した組付けスリット１６
や、その組付けスリット部位の材料の切り起こしによって、かかる組付けスリット１６の
周縁部から所定高さで立設するカラー形成部が一体的に形成されたものが準備される。そ
の後、そのようなカラー形成部に対してしごき加工を施し、更にカラー形成部の上方から
所定の円錐状のパンチにてプレス加工を施すことにより、先端側部位が外方に向かって角
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度：θにて傾斜する、高さ：ｈのカラー部１８が形成されるのである。
【００３０】
　なお、カラー部１８を形成する際のしごき加工は、最終的に与えられるカラー部１８の
高さ：ｈが、目的とするフィン間の距離（設計値）と同一となるように、１回若しくは複
数回、実施される。１回のしごき加工は、５０％以下のしごき率で実施されることが好ま
しい。しごき率とは、以下の式より算出されるものである。
　［しごき率（％）］＝｛（Ｂ－Ａ）／Ｂ｝×１００（％）　・・・（式）
　　　但し、Ａはしごき加工後のカラー部の厚さであり、Ｂはしごき加工前のカラー部の
　　厚さである。
【００３１】
　一方、扁平多穴管１４は、アルミニウム若しくはアルミニウム合金からなる金属材料を
用い、これにポートホール押出加工等の公知の加工方法を施すことによって、形成される
こととなる。なお、図１においては、管軸方向に延びる７つの穴２０が形成されてなる、
扁平形状を呈する多穴管とされている。また、扁平多穴管１４の厚さ：ｔ’は、一般に、
１．０～４．０ｍｍ程度とされる。
【００３２】
　そして、そのような扁平多穴管１４とフィン１２を用いて、かかるフィン１２の複数枚
を、それぞれに形成された組付けスリット１６を一致させた状態下において、互いに平行
に、且つカラー部１８の先端が隣接するフィン１２の下面（カラー部１８が立設していな
い側の面）に当接するように配置せしめ、その一致させた組付けスリット１６内に、扁平
多穴管１４を嵌め込んで、それらを組み付けた後に、置きろう等の方法にてろう付け加工
を施すことにより、目的とするフィン・アンド・チューブ型熱交換器１０が製作されるの
である。なお、ここでは図示しないが、扁平多穴管１４のそれぞれの両端部には、所定の
ヘッダがそれぞれ接続されて、扁平多穴管１４の７つの穴２０、即ち、管軸方向に延びる
冷媒が流通せしめられる７つの流路が、冷媒の入口側と出口側においてそれぞれまとめら
れて、フィン・アンド・チューブ型熱交換器１０として構成されている。
【００３３】
　このような本発明に従う構成とされたフィン・アンド・チューブ型熱交換器１０によれ
ば、カラー部１８を、隣接するフィン１２の下面（カラー部１８が立設していない側の面
）に当接させることにより、フィン間の距離が規定されるようにされているところから、
仮にフィンと扁平多穴管とをろう付けする際に、フィンに予期しない外力が加えられた場
合等であっても、フィン間の距離が十分に確保され、フィン間距離の乱れの発生が効果的
に抑制されるのである。
【００３４】
　また、カラー部１８は、外方に角度：θをもって傾斜せしめられていることから、カラ
ー部１８と扁平多穴管との間には間隙が形成され、そのような状態でフィン及び扁平多穴
管のろう付けを行うと、溶融したろう材は上記間隙内に浸入する。このように、カラー部
の先端側部位と扁平多穴管との間の間隙にろう材が浸入することにより、フィンと扁平多
穴管との接合が充分なものとなるところから、得られる熱交換器は優れた伝熱性（熱交換
性）を発揮することとなる。また、溶融したろう材が多少、多い場合であっても、上記間
隙にて受け容れることが可能であるため、ろう付け不良に起因するフィン間距離の乱れの
発生も、効果的に抑制され得るのである。
【００３５】
　以上、本発明の代表的な実施形態の一つについて詳述してきたが、それは、あくまでも
例示に過ぎないものであり、本発明は、そのような実施形態に係る具体的な記述によって
、何等限定的に解釈されるものではないことが、理解されるべきである。
【００３６】
　例えば、前述の実施形態において、カラー部１８は、その基部から外方に向かって傾斜
するものであるが、本発明においては、カラー部の少なくとも先端側部位が外方に向かっ
て傾斜していれば足りる趣旨である。具体的には、図５及び図６に示されている如き、カ
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ラー部２２が、フィン２８の板面より直立する直立部２４及び外方に傾斜する先端部２６
にて構成されているフィン２８にあっても、本発明の熱交換器において採用することが出
来る。
【００３７】
　また、上記した実施形態においては、側方開口空所形状の組付けスリットとして、Ｕ字
形状を呈する組付けスリット１６を例示したが、このような形状の他にも、例えば、コの
字形状やＶ字形状等、組付けられる扁平多穴管１４の厚さや外面形状に対応した形状の組
付けスリット形状とすることも可能である。
【００３８】
　さらに、フィン１２と扁平多穴管１４とをろう付けする方法として、置きろうによるろ
う付け方法を例示したが、そのような方法の他にも、例えば、アルミニウム板材の表面に
予めろう材がクラッドされたもの、所謂ブレージングシートを用いて、フィン１２を形成
し、そのようなフィン１２と扁平多穴管１４とをろう付けする等、公知の各種のろう付け
方法が採用可能であり、それら何れのろう付け方法においても、本発明の効果が、有利に
発揮されることとなる。
【００３９】
　その他、一々列挙はしないが、本発明が、当業者の知識に基づいて、種々なる変更、修
正、改良等を加えた態様において実施されるものであり、またそのような実施の態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、何れも、本発明の範疇に属するものであること
は、言うまでもないところである。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　熱交換器　　　　　　　　　　　１２　フィン
　１４　扁平多穴管　　　　　　　　　　１６　組付けスリット
  １８  カラー部　　　　　　　　　　　２０　穴
　２２　カラー部　　　　　　　　　　　２４　直立部
　２６　先端部　　　　　　　　　　　　２８　フィン
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